
仙台保健福祉事務所管内リハビリテーション情報

住　所 〒

電話番号（代表）

FAX番号（代表）

メールアドレス（代表）

○

・病棟種別等 ○ 急性期病棟 ○ 回復期病棟 ○ 一般病棟 ○ 療養病棟 ○ 地域包括ケア病棟 ○ その他

・外来リハビリテーション ○ ○ ○ 不可

○

・外来リハビリテーション ○ ○ ○ 不可

○

・障害児（18歳以下）の訪問リハ ○ ○ ○ 不可

・訪問実施地域（具体的に記載）

・保険制度の適応 ○ 医療保険 ○ 介護保険

・リハビリテーション指示書記載医の指定 ○ ○

○

・提供形態 ○ ○ 診療所 ○

・障害児（18歳以下）の訪問 ○ ○ ○ 不可

・訪問実施地域（具体的に記載）

・保険制度の適応 ○ 医療保険 ○ 介護保険

・リハビリテーション指示書記載医の指定 ○ ○

○

○

・サービス提供時間

・送迎実施地域（具体的に記載）

・保険制度の適応 ○ 　医療保険 ○ 介護保険

・リハビリテーション指示書記載医の指定 ○ ○

○

○

・送迎実施地域（具体的に記載）

●

・実施サービス名
　　　　　（具体的に記載）

・送迎実施地域（具体的に記載）

○

・具体的内容

機関名
（事業所名称） 多賀城市児童発達支援センター　太陽の家

基

本

情

報

985-0872 　多賀城市伝上山一丁目1番3号

022-365-2752

022-365-2863

taiyou@miyagi-ikuseikai.jp

○ 不可

診療所

可 要相談

事

業

所

の

種

類

病院

可 要相談

・障害児（１８歳以下）の
   外来リハビリテーション

○ 可 ○ 要相談

不可

訪問看護ステーション

可 要相談

・障害児（１８歳以下）の
   外来リハビリテーション

○ 可 ○ 要相談 ○

可 要相談

法人や自院の医師の指示書に限る　 指示書があれば医療機関は問わない

法人や自院の医師の指示書に限る　 指示書があれば医療機関は問わない

訪問リハビリテーション

医療機関 老人保健施設

介護老人福祉施設

通所介護

障害児・者福祉サービス

児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児計画相談、巡回訪問、
親子療育教室、相談支援

多賀城市のみ

介護老人保健施設

通所リハビリテーション

　法人や自院の医師の指示書に限る　 　指示書があれば医療機関は問わない

その他

mailto:taiyou@miyagi-ikuseikai.jp


仙台保健福祉事務所管内リハビリテーション情報

【 】

常勤 0 人 0 人

常勤 0 人 3 人

常勤 0 人 1 人

問合せ
方法

問合せ
時間帯

曜
日

月 ～ 金 時間帯 ～

リハ
問合せ
留意事
項

（ルート
ルール
その他）

多賀城市児童発達支援セン
ター　太陽の家

　リハビリテーション担当部署

　電話番号（リハ担当部署）

・多賀城市内の子どもを対象に発達等に不安のある児童と保護者に対し、相談内容に適した専門職の相談を
しております。

・お子さんの発達状況を把握を行う為に検査等行い、子どもの発達状況を確認しながら、適切なアドバイス
を行う相談を行っております。

・継続的なリハビリ等の相談は行っておりません。

　作業療法士（OＴ） 非常勤

　言語聴覚士（ＳＴ） 非常勤

リハ
問合せ
窓口
（担当
課）

太陽の家

電話

10時00分 16時00分

リ

ハ

部
門

の

詳

細

　FAX番号（リハ担当部署）

　電子メールアドレス
　（リハ担当部署）

　理学療法士（ＰＴ） 非常勤

リハ
紹介
（特色
等）

・児童発達支援：集団生活での遊びや個別の訓練により、生活習慣の基礎を作り、社会性を身につける支援
を行います。専門職（心理士、言語聴覚士、作業療法士）による療育支援も行います。

・保育所等訪問支援：保護者からの要望に応じて、専門の職員が保育所や幼稚園などを訪問し、お子さんの
状況に応じた専門的な療育や先生方への助言指導などを行います。

・親子療育教室：親子通園によりお子さんとの遊びを通して発達を促し、保護者がお子さんの状態を客観的
に把握し、適切な日常のかかわり方の習得ができるよう支援します。

・巡回相談：専門相談員（心理士、言語聴覚士、作業療法士など）が保育所などに訪問し、先生方に対して
お子さんおよび保護者とのかかわり方などについて、助言指導を行い支援します。

・障害児計画相談・相談支援：お子さんの発達に関する相談を通して、適切な対応や関係機関との連携を図
り、地域で安心して暮らせるよう必要な支援を行います。


